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「本学の目的」に係る自己点検・評価書

Ⅰ 基準に係る本学の特徴及び目的

１ 特徴

上越教育大学は，学校教育に関する理論的かつ実践的な教育研究を推進するために，昭和53年10月に開学し

た，いわゆる「新構想の教育大学」である。教員には教科に関する専門的な学力はもちろんのこと，教育者と

しての使命感，人間愛に支えられた広い一般教養，教育の理念・方法及び人間の成長や発達についての深い理

解，優れた教育技術等専門職としての高度な資質能力が必要不可欠である。本学は，これらの要請に積極的に

応えるため，教育の最も基本を形成する初等教育教員の養成を行う学部と，初等中等教育諸学校教員に研究・

研鑽の機会を提供する大学院（修士課程）を備えた「教員に開かれた大学院を中心とする新しい大学」として

創設された。

学部の教育は，このような新構想の理念に基づき，特に１年次から４年次までの系統的で体系的な教育実習

や専門セミナー等に代表される少人数教育システムの導入をはじめ，教育実践力の育成強化のための様々な教

育活動を展開しており，本学独自の内容と方法を誇っている。創設後30年ほどの歴史しかないものの，本学学

部教育の成果は，各都道府県教育委員会等からも高く評価されており，近年における本学の教員採用率は常に

全国上位を維持している。

また，大学院（修士課程）も，上記の本学設置の趣旨に基づき，主として初等中等教育の実践に関わる高度

な総合的・専門的研究能力を育成し，学校教育の場における教育研究の推進者を養成すること（高度な「専門

職業人」の育成）を目的として，「初等中等教育諸学校で３年以上の教職経験を有する者に入学定員枠の３分

の２程度」を充て，現職教員の再教育に努めている。この点も，本学の大きな特徴の一つとして指摘できよう。

平成８年４月には，本学，兵庫教育大学，鳴門教育大学及び岡山大学を構成大学とする「兵庫教育大学大学

院連合学校教育学研究科（博士課程）」が教員養成系としては初めて設置された。この大学院（博士課程）は，

各構成大学大学院（修士課程）の実績を踏まえつつ，学校教育における教育活動と教科の教育に関する実践的

研究を行い，この分野における研究者と指導者を養成することを目的としている。

さらに，平成20年４月には教職大学院制度発足に併せ，大学院に専門職学位課程（教職大学院）を設置した。

専門職学位課程は，教職に関する精深な学識を身につけ，教育現場に生起する問題や事象について即時的に判

断し，対応する力量を有する教育者を育成することを目的としている。

本学ではこれまで，修士課程修了者5,399名（うち現職教員は3,227名），学部卒業生4,761名を送り出して

おり，それぞれ全国各地の教育の最前線で活躍している。

教育を取り巻く環境は時代とともに変わっても，教員に求められるもの，期待されるものは常に大きな社会

的関心事であり，本学ではそれらの期待に応えるべく多くの改革を行ってきた。主なものとして，平成９年に

おける学部での幅のある教養教育科目の整備や，平成12年における専攻別入学定員の改訂，教育組織やカリキ

ュラムの大幅な見直しなどの学部・大学院での改革が挙げられる。最近では，平成17年における社会ニーズを

踏まえた長期履修学生制度に基づく教育職員免許取得プログラムの導入や，野外観察に秀でた理科を担当する

教師を養成する「理科野外観察指導者養成部門」及び小学校教育現場で英語を指導できる実践的な教師を養成

する「小学校英語教育部門」を開設し，平成20年には専門職学位課程の設置に伴い，既存修士課程の専攻・コ

ースの再編，専攻別入学定員の改訂と各センターの再編等を行った。
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２ 目的

(1) 本学の目的

本学は，学校教育法に基づき，学校教育に係る諸科学の研究を推進するとともに，教育者としての使命感と

教育愛に支えられた豊かな教養，高い学識及び優れた技能を合わせ備えた有為の教育者を養成することを目的

とする。

その目的を達成すべく，教育の最も基本を形成する初等教育教員の養成を行う学部と，初等中等教育諸学校

教員に研究・研鎖の機会を提供する大学院（修士課程）を備え，学部においては，教育実践力の育成を大きな

柱として掲げ，カリキュラムの中に教育実習の体系化を図ってきた。また，大学院（修士課程）においては，

初等中等教育の場における教育研究の推進者を養成することを目的として，特に現職教員の再教育に努めてき

た。

平成20年４月に専門職学位課程（教職大学院）を設置したことを契機として，既存の修士課程においては，

教育の臨床研究をさらに充実させ，学校教育の現場に根ざした実践的研究を通して「構想力」を育成すること

を主な目的とする教員養成を行う一方，新たに設置した専門職学位課程においては，現在の社会的ニーズに対

応し，これまでに蓄積されてきた教育の臨床研究，理論的な考察を学校教育の現場の中で活かしながら教育実

践を展開，高度化することを通して「即応力」を育成することを主な目的とする教員養成を行うこととした。

(2) 学校教育学部（初等教育教員養成課程）の目的

学校教育に関する専門の学芸を教授研究し，広く豊かな知識を授けるとともに，教育実践の場における優れ

た指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。そのため，教職への関心と意欲を持ち，協調

性や人間性に優れ，積極的に学習を進めていくことのできる，個人的魅力のある学生を全国から広く募り，教

育者としての使命感と教育愛に支えられた人間的な視野と更に深い学識と優れた技能に支えられた総合的な視

野の２つの視野を兼ね備えた教育のスペシャリストを養成することとしている。

(3) 大学院学校教育研究科の目的

学校教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授け，教育にたずさわる者の使命

と熱意に応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進める

ことのできる能力と高度な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成することを目的とする。そのため，大学

院に修士課程と専門職学位課程を置いている。

① 修士課程には，臨床的視点から幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育に関

する理論と応用を教授研究する学校教育専攻と，教科教育の多様な視点から学校教育に関する理論と応用を

教授研究する教科・領域教育専攻を置き，それぞれの目的に沿った教育者を養成することとしている。

② 専門職学位課程には，教育実践高度化専攻を置き，多種多様な実践例に学びながら，自らも教育実践を行

うことを通して，刻々と変わる教育現場の状況を即時的・総合的に判断しながら，適切な学校運営の実現に

向けた協働関係を構築し，実践できる教員を養成することとしている。

Ⅱ 自己点検・評価

１ 基準１－１：大学の目的（教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針，達成しようとしている基本的な

成果等）が明確に定められており，その内容が学校教育法に規定された，大学一般に求められ

る目的に適合するものであること。

(1) 観点・指標ごとの分析
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観点１－１－①：目的として，教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や，養成しようとする人材像

を含めた，達成しようとする基本的な成果等が，明確に定められているか。

（観点・指標に係る状況）

昭和53年10月に「新構想の教育大学」として開学した本学は，昭和56年３月18日に学則を制定した。その

内容は現在に受け継がれており，学則第１条第２項に，「法人は，学校教育法に基づき，学校教育に係る諸

科学の研究を推進するとともに，教育者としての使命感と教育愛に支えられた豊かな教養，高い学識及び優

れた技能を合わせ備えた有為の教育者を養成することを目的とする。」として，その目的を規定している。

学則第32条に，「学校教育学部は，学校教育に関する専門の学芸を教授研究し，広く豊かな知識を授ける

とともに，教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成することを目的とする。」と

して，その目的を規定している。

学則第64条に，「大学院は，学校教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授

け，教育にたずさわる者の使命と熱意に応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場におい

て教育研究を創造的に推し進めることのできる能力と高度な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成する

ことを目的とする。」として，その目的を規定している。【資料１：「学則（抄）」参照】

資料１：学則（抄）

国立大学法人上越教育大学学則（抄）

（法人の目的）

第１条 国立大学法人上越教育大学（以下「法人」という。）は，上越教育大学（以下「本学」という。）

を設置する。

２ 法人は，学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づき，学校教育に係る諸科学の研究を推進するとと

もに，教育者としての使命感と教育愛に支えられた豊かな教養，高い学識及び優れた技能を合わせ備え

た有為の教育者を養成することを目的とする。

３ 法人は，前項の目的を実現するための教育研究を行い，その成果を広く社会に提供することにより，

社会の発展に寄与するものとする。

（目的）

第３２条 学校教育学部（以下「学部」という。）は，学校教育に関する専門の学芸を教授研究し，広く

豊かな知識を授けるとともに，教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教員を養成する

ことを目的とする。

（目的）

第６４条 大学院は，学校教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授け，教

育にたずさわる者の使命と熱意に応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において

教育研究を創造的に推し進めることのできる能力と高度な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成す

ることを目的とする。

さらに，学部・大学院の目的と，各専修・専攻の教育目標や人材養成上の目的との整合を図るため，各専

修・専攻において学生に修得させるべき能力等の教育目標を学校教育学部履修規程及び大学院学校教育研究
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科履修規程に規定している。【資料２：「学部履修規程（抄）」，資料３：「大学院履修規程（抄）」参照】

資料２：学部履修規程（抄）

上越教育大学学校教育学部履修規程（抄）

（専修の目的）

第２条 学部の専修において学生に修得させるべき能力等の教育目標は，次の表に掲げるとおりとする。

専 修 名 目 的

学 校 教 育 専 修 臨床的視点から学校教育に関する専門の学芸を教授研究し，広く豊かな知識

を授けるとともに，教育実践の場における優れた指導能力を備えた初等教育教

員を養成することを目的とする。

教科・領域教育専修 教科教育の多様な視点から学校教育に関する専門の学芸を教授研究し，広く

豊かな知識を授けるとともに，教育実践の場における優れた指導能力を備えた

初等教育教員を養成することを目的とする。

資料３：大学院履修規程（抄）

上越教育大学大学院学校教育研究科履修規程（抄）

（専攻の目的）

第２条 大学院の専攻において学生に修得させるべき能力等の教育目標は，次の表に掲げるとおりとする。

課程・専攻名 目 的

修士課程 学校教育専攻 臨床的視点から幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等

における教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学

識を授け，教育にたずさわる者の使命と熱意に応え，その研究研鑽を推進

するとともに，初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進める

ことのできる能力を備えた有為の教育者を養成することを目的とする。

教科・領域教 教科・領域教育の多様な視点から学校教育に関する理論と応用を教授研

育専攻 究し，広い視野に立つ精深な学識を授け，教育にたずさわる者の使命と熱

意に応え，その研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において

教育研究を創造的に推し進めることのできる能力を備えた有為の教育者を

養成することを目的とする。

専 門 職 学 教育実践高度 教職に関わる精深な学識を授けるとともに，理論と実践の架橋・往還・

位課程 化専攻 融合を通して，教育現場に生起する問題や事象について即時的に判断し，

対応する力量を備えた高度専門職業人としての初等中等教育教員を養成す

ることを目的とする。

（分析結果とその根拠理由）

学則により，大学・学部・大学院の目的を個々に定め，教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針，
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養成しようとする人材像及び学生に習得させるべき能力等の教育目標を含め，達成しようとする基本的な成

果等を定めている。また，学則に定める学部・大学院の目的を具体的に実現するために，各専修・専攻の目

標をそれぞれ規定している。

以上のことから，本学は，教育研究活動を行うに当たっての基本的な方針や，養成しようとする人材像を

含めた，達成しようとする基本的な成果等を，明確に定めていると判断する。

観点１－１－②：学部の目的が，学校教育法第83条に規定された，大学一般に求められる目的から，外れる

ものでないか。

（観点・指標に係る状況）

学校教育法第83条には，「大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教

授研究し，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。」と規定されている。

学則第32条【観点１－１－① 資料１：「学則（抄）」参照】は，「学校教育学部は，学校教育に関する専

門の学芸を教授研究し，広く豊かな知識を授けるとともに，教育実践の場における優れた指導能力を備えた

初等教育教員を養成することを目的とする。」としている。

（分析結果とその根拠理由）

本学学部は，初等教育教員養成を行う学部として，広く豊かな知識を授けるとともに，学校教育に関する

専門の学芸を教授研究し，教育実践の場において，知的，道徳的及び応用的能力を展開させることを目的と

しており，大学本来の使命の上に立って構想されたものであり，学部の目的が，学校教育法第83条に規定さ

れた，大学一般に求められる目的に合致するものであると判断する。

観点１－１－③：大学院課程の目的が，学校教育法第99条に規定された，大学院一般に求められる目的から，

外れるものでないか。

（観点・指標に係る状況）

学校教育法第99条には，「大学院は，学術の理論及び応用を教授研究し，その深奥をきわめ，又は高度の

専門性が求められる職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培い，文化の進展に寄与することを目的

とする。」とされ，さらに，「大学院のうち，学術の理論及び応用を教授研究し，高度の専門性が求められ

る職業を担うための深い学識及び卓越した能力を培うことを目的とするものは，専門職大学院とする。」と

規定されている。

学則第64条【観点１－１－① 資料１：「学則（抄）」参照】は，「大学院は，学校教育に関する理論と応

用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授け，教育にたずさわる者の使命と熱意に応え，その研究研

鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進めることのできる能力と高度

な実践的指導力を備えた有為の教育者を養成することを目的とする。」としている。さらに，大学院学校教

育研究科履修規程において，修士課程及び専門職学位課程別に各専攻の目的を【観点１－１－① 資料３：

「大学院履修規程（抄）」】のとおり規定している。

（分析結果とその根拠理由）

本学大学院は，現職教育と初等中等教育教員養成を行う大学院として，修士課程では，臨床的視点から幼

稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育に関する理論と応用を教授研究又は教科

・領域教育の多様な視点からの学校教育に関する理論と応用を教授研究し，広い視野に立つ精深な学識を授

け，現職教員の研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において教育研究を創造的に推し進めるこ

とのできる能力を備えた有為の教育者の養成を目的とする一方，専門職学位課程では，教職に関わる精深な
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学識を授けるとともに，理論と実践の架橋・往還・融合を通して，教育現場に生起する問題や事象について

即時的に判断し，対応する力量を備えた高度専門職業人としての初等中等教育教員の養成を目的としており，

大学院本来の使命の上に立って構想されたものであるため，修士課程及び専門職学位課程の目的が，学校教

育法第99条に規定された，大学院一般に求められる目的に合致するものであると判断する。

(2) 優れた点及び今後の検討課題

（優れた点）

大学設置基準において「教育研究上の目的の明確化」が規定されている学部，課程にとどまらず，課程の下

に置かれる各専修においても目的を明確に定めている。

（今後の検討課題）

学則には，「法人の目的」という文言で規定されているが，実質的には「大学の目的」であり，それらを整

理する上でも，法人の基本的な規則となる「規則」の制定と大学の基本的な規則となる「学則」の改正などを

平成22年４月施行に向けて準備しているところである。
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２ 基準１－２：目的が，大学の構成員に周知されているとともに，社会に公表されていること。

(1) 観点・指標ごとの分析

観点１－２－①：目的が，大学の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。

（観点・指標に係る状況）

本学の目的は，大学概要（別添資料１－２－①－１「上越教育大学概要2009」２頁参照），大学院の履

修の手引（別添資料１－２－①－２「平成21年度入学者用上越教育大学履修の手引（大学院学校教育研究

科）１頁参照」），学部の履修の手引（別添資料１－２－①－３「平成21年度入学者用上越教育大学履修

の手引（学校教育学部）１頁参照」）並びに本学ホームページ【資料４参照】）に掲載している。

職員採用時には，大学概要を渡し新採用教職員研修において大学の設置理念等の説明を行っている。新

入生には，履修の手引を配付しオリエンテーションで説明を行っている。

職員ウェブサイト「教職員情報共有システム」には，学内規則を掲載し目的の周知を図っている。

資料４：ホームページ（大学の概要から）創設の趣旨・目的
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資料５：教職員情報共有システム「学内規則」

（分析結果とその根拠理由）

本学の目的は，本学の概要，履修の手引等の冊子に記載され，それらを学生並びに職員に配付している。

これらの冊子は学生オリエンテーションや職員研修の場で用いられ，必要に応じて本学ホームページや教

職員情報共有システムでも確認できる。以上のことから，目的は構成員に周知されていると判断する。

観点１－２－②：目的が，社会に広く公表されているか。

（観点・指標に係る状況）

本学の目的は，大学院案内（別添資料１－２－②－１「2010上越教育大学大学院案内」３頁参照）及び

大学案内（別添資料１－２－②－２「2010上越教育大学大学案内」２頁参照）に掲載している。平成21年

３月19日制定の「大学憲章」を本学の目的と併せて本学ホームページ【資料４,資料６参照】に掲載して

いる。広報誌「ＪＵＥＮ」には，目的と「大学憲章」【資料７,資料８参照】を掲載している。

大学院案内は大学，短期大学・高等学校諸機関に，大学案内は，国立大学附属高等学校や県内の高等学

校等諸学校に，広報誌「ＪＵＥＮ」は，地域の本学支援団体「上越教育大学振興協力会」に送付する外，

オープンキャンパスや大学祭時に合わせた発行により来学する地域住民等に配布している。いずれの案内

も，全国の行政機関，教育関連団体及び報道機関等に配布している。

また，本学や進学情報提供企業主催の説明会で用いて目的を伝えている。

本学ホームページでは，「大学の概要」に創設の趣旨・目的を掲載し【資料４参照】，「入試情報」には，

前述の大学院案内及び大学案内を掲載している。【資料９参照】
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資料６：ホームページ（大学案内から）上越教育大学憲章

資料７：広報誌「ＪＵＥＮ」大学の目的（上段）
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資料８：広報誌「ＪＵＥＮ」大学憲章

資料９：ホームページ（入試情報から）大学院案内（を見る！）
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（分析結果とその根拠理由）

本学の目的は，大学院案内や大学案内等の冊子に記載され，それらを関連する諸学校，機関，団体及び

地域住民に配布している。また，オープンキャンパス及び大学説明会で入学志望者に紹介している。なお，

本学ホームページを閲覧すれば常時確認することができるようにもしている。以上のことから，目的は，

社会に広く公表されていると判断する。

(2) 優れた点及び今後の検討課題

（優れた点）

履修の手引において，大学院については，大学院の目的，専攻（課程）の目的，コースの目的及び大学院

の教育目標が，学部については，学部の目的，専修の目的及び学部の教育目標がそれぞれ明確にわかりやす

く定められており周知徹底がなされている。

（今後の検討課題）

広報媒体によっては，手に取る,開く，見る,読む等の行為が一貫し継続されるよう,デザインや読みやす

さにも配慮した作成を検討し,より周知が徹底されるよう改善をして行く必要がある。

Ⅲ 基準１の自己評価の概要

本学の基本的な方針と学部・大学院の目的を学則で規定し，各専修・専攻の目標に関する規定を明確に定め

ている。本学学校教育学部は，初等教育教員養成を行う学部として，広く豊かな知識を授けるとともに，学校

教育に関する専門の学芸を教授研究し，教育実践の場において，知的，道徳的及び応用的能力を展開させるこ

とを目的としている。また，本学大学院学校教育研究科は，現職教育と初等中等教育教員養成を行う大学院と

して，修士課程では，臨床的視点から幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校等における教育に

関する理論と応用を教授研究又は教科・領域教育の多様な視点からの学校教育に関する理論と応用を教授研究

し，広い視野に立つ精深な学識を授け，現職教員の研究研鑽を推進するとともに，初等中等教育の場において

教育研究を創造的に推し進めることのできる能力を備えた有為の教育者の養成を目的とし，専門職学位課程で

は，教職に関わる精深な学識を授けるとともに，理論と実践の架橋・往還・融合を通して，教育現場に生起す

る問題や事象について即時的に判断し，対応する力量を備えた高度専門職業人としての初等中等教育教員の養

成を目的としている。いずれもその趣旨において，学校教育法に定める目的に合致するものである。

本学の目的は，本学の概要，履修の手引等の冊子に記載され，それらを学生並びに職員に配布・説明するこ

とによって周知している。また，必要に応じて本学ホームページや教職員情報共有システム等から確認できる

体制を整えている。社会に対しては，大学案内等へ掲載し，関係機関へ配布するとともに，オープンキャンパ

スや説明会，本学ホームページをとおして広く公表している。
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